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(54)【発明の名称】 液晶表示装置用バックライトおよび液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  液晶表示装置を分解することなしに反射板の
位置変更を容易に行えるようにすることを目的とする。
【解決手段】  液晶表示装置において、並んで配置され
た複数の蛍光管２と蛍光管２の下に配置された反射板３
とを有し、反射板３が蛍光管２の長手方向と交差する方
向に平行移動が可能である液晶表示装置用バックライト
を有するように構成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  並んで配置された複数の蛍光管と、該蛍
光管の下に配置された反射板とを有し、該反射板が該蛍
光管の長手方向と交差する方向に平行移動が可能である
ことを特徴とする液晶表示装置用バックライト。
【請求項２】  前記反射板の直上に、少なくとも前記蛍
光管の配置ピッチに対応した開口を有する開口付き反射
板が近接置されていることを特徴とする請求項１記載の
液晶表示装置用バックライト。
【請求項３】  請求項１または２記載の液晶表示装置用
バックライトを有することを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、直下方式のバック
ライトを備えた液晶表示装置に関し、とくに、蛍光管下
の反射板の経年劣化により発生した輝度むらを容易に再
生できる液晶表示装置用バックライトに関する。
【０００２】従来の表示装置は、ブラウン管とよばれる
陰極線管（ＣＲＴと呼ぶ）が主流であったが、近年では
液晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイパネル
（ＰＤＰ）、フィールドエミッションディスプレイ（Ｆ
ＥＤ）等の薄型ディスプレイへの置き換えが進んでい
る。
【０００３】とくに液晶表示装置は、ＣＲＴ、ＰＤＰな
どの他の表示装置と比較し、軽量、薄型、低消費電力等
の特長からノートパソコンや携帯端末、ワークステーシ
ョン用モニタ等に使われるようになってきている。
【０００４】
【従来の技術】初期の液晶表示装置においては、図５に
示すように表示領域直下に複数の蛍光管を配置した直下
方式のバックライトを採用していた。しかし、この方式
のバックライトは、輝度の分布に問題があったため、エ
ッジライト方式のバックライトの技術が進み、徐々に移
り変わった。
【０００５】図６は、従来のエッジライト方式のバック
ライトを備える液晶表示装置の構成を示す図である。こ
こに見られるように、従来の小中型クラスの液晶表示装
置は表示領域の枠外に蛍光管を配置したエッジライト方
式と呼ぶバックライトを採用していた。
【０００６】一方では、ワークステーションに使われる
表示装置のように、大型の液晶表示装置も必要になって
きており、エッジライト方式のバックライトでは種々の
問題が生じてきた。すなわち以下の点である。
【０００７】①  ２０インチ型以上の液晶表示装置では
導光板だけで重量が２ｋｇを超えてしまい、液晶表示装
置の特長でもある軽量性が損なわれる。すなわち、液晶
表示装置を支えるヒンジを強化するための重量の増加を
余儀なくされるとともに、台座の重量も増加しなければ
ならないといった弊害を伴う。
【０００８】②  効率の問題でバックライトとして必要
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な輝度が得難い。
【０００９】③  輝度を得るために蛍光管の数を増やす
と蛍光管が集中して配置されるので発熱部が一部に集中
する。
【００１０】これらの問題の解決手段として再び直下方
式のバックライトが必要となってきた。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】前述したように、大型
液晶表示装置のバックライト方式として直下方式のバッ
クライトの採用が見直されているが、この方式には次に
示す課題もある。すなわち、反射板の経年変化による輝
度むらの発生である。
【００１２】輝度むらの発生原因としてはいくつかある
が、主なものには蛍光管の劣化、反射板の劣化、点灯装
置の劣化である。その中で対策が困難なのが、蛍光管直
下に配置された反射板の経年劣化によって生じる輝度む
らである。
【００１３】図２に示すように、従来の直下方式のバッ
クライトを備えた液晶表示装置は、蛍光管下に位置する
反射板の反射率が初期においては面内で均一となるよう
に設定されているが、ｔ時間稼働後には蛍光管からの距
離に応じて反射率にばらつきが発生し、輝度むらをおこ
す。
【００１４】反射板としては、主に白色の顔料をポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）樹脂の中に分散させる
ことによって反射率を確保する方式が一般的に使用され
ているが、この方式には蛍光管から出る紫外線によって
このＰＥＴ樹脂が変質して黄変してしまい、反射率が変
化して輝度むらの原因となるという課題がある。
【００１５】一方、液晶表示装置は、異物侵入経路を減
らす目的と合わせ、強度を持たせるために箱型の形状に
なっている。このため、反射板だけを交換しようとした
場合、液晶表示装置を完全に分解しなければ反射板を取
り出すことができない。
【００１６】ところで、液晶表示装置に対する寿命は現
在３～５万時間が要求されており、本課題に対しての現
実的な対策手段がないために、経年変化によって輝度む
らが発生した場合には、液晶表示装置を引き取って部品
交換することで対応しているのが実情である。
【００１７】現在の本課題に関する対策としては、例え
ば特開平７－２８０５６に開示されているように、液晶
表示装置を引き取らずに現地での作業で対応するため
に、一般環境でバックライトを交換できるようにした光
拡散シートを設けたバックライト付液晶表示装置があ
る。しかし、この方法は現地で復元できるという利点は
あるが、交換する部品が必要なためにコストがかかると
いう不具合がある。
【００１８】また、特開平４－５１０２５に開示されて
いるように、反射板だけの交換ではないが、蛍光管と反
射板をユニット化しておき、現地での交換を容易にした
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ものもある。この方法も交換する部品を要するだけでな
く、ユニットとして交換するので、本来ならばまだ使用
できる部品も併せて廃却することになるため、余分なコ
ストがかかるという不具合がある。
【００１９】さらに、特開昭６３－８１３８３に開示さ
れているように、「バックライトとして構成される放電
管、点灯装置、反射板のうち、少なくとも放電器を液晶
表示装置本体より着脱できるようにしてなる液晶表示装
置」も提案されている。しかし、反射板の具体的な提案
はないのが実情であり、単にユーザ自身が簡単に交換で
きるというメリットがあるに過ぎない。
【００２０】また、特開昭６０－９５５１６には、「液
晶表示パネルと液晶照明用の裏面光源との間に、反射板
を置き、さらに反射板と連動するツマミを設け、反射板
がスライドすることを特徴とする液晶表示素子」が開示
されている。しかし、この構成では、昼は外光を反射す
ることにより、いつでも表示を見ることができるように
反射板の抜き差しをすることで達成したものである。し
たがって、経年変化による輝度むらの発生に対処するも
のではない。
【００２１】本発明は、液晶表示装置を分解することな
しに反射板の位置変更を容易に行えるようにすることで
輝度むらをなくすことを目的とする。
【００２２】
【課題を解決するための手段】上記の課題は、並んで配
置された複数の蛍光管と、該蛍光管の下に配置された反
射板とを有し、該反射板が該蛍光管の長手方向と交差す
る方向に平行移動が可能であるように構成された液晶表
示装置用バックライトによって達成される。
【００２３】すなわち、上記本発明の液晶表示装置にお
いては、装置を引き取って分解し、不良部品を交換する
という時間と工数のかかる作業なしに、ユーザ先で単に
構成部品の一部である反射板の位置を移動するだけで反
射板の位置変更が可能となる。これにより輝度むらをな
くすことができ、新品に交換したのと同様の効果を、部
品コストをかけることなく実現できる。
【００２４】また、上記課題は、前記反射板の直上に、
少なくとも前記蛍光管の配置ピッチに対応した開口を有
する開口付き反射板が近接置されているように構成され
た液晶表示装置用バックライトによって達成される。
【００２５】すなわち、上記本発明の液晶表示装置にお
いては、装置を引き取って分解し、不良部品を交換する
という時間と工数のかかる作業なしに、ユーザ先で単に
構成部品の一部である反射板の位置を移動するだけで反
射板の位置変更が可能となる。これにより輝度むらをな
くすことができ、新品に交換したのと同様の効果を、部
品コストをかけることなく実現できる。
【００２６】
【発明の実施の形態】図１は本発明による液晶表示装置
用バックライトを有する液晶表示装置の構成を示す図、
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図２はｔ時間稼働前後における反射板の反射率の変化を
模式的に示す図、図３は本発明による反射板と開口付き
反射板と蛍光管との位置関係および移動量調整突起を示
す斜視図、図４は本発明による筐体の外観図および透視
図、図７は反射板の移動の際の動きを示す斜視図であ
る。
【００２７】図中において、１は筐体、２は蛍光管、３
は反射板、４は液晶パネル、５は開口、６は開口付き反
射板、７は位置決め溝、８は移動量調整突起、９は導光
板を示している。
〔実施例１〕図１に示した液晶表示装置の大きさは４イ
ンチから２０インチ以上と各種あるが、ここでは一例と
して１０インチの場合を示す。
【００２８】反射板３は、従来と同様に白色の顔料をＰ
ＥＴ樹脂の中に分散させて反射率を確保する構成とし
た。形状は２１０×１６０×０．２（ｍｍ）である。
【００２９】また、図７の斜視図に示すように、位置決
め溝７は８×１５（ｍｍ）、移動量調整突起８は７×２
５（ｍｍ）とした。また、位置決め溝７の間隔は、蛍光
管２の間隔Ａの二分の一の１２ｍｍとした。
【００３０】蛍光管２の下に位置する反射板３は、初期
には均一な分布となるように調整されているが、蛍光管
２から出る紫外線により反射板３を形成しているＰＥＴ
樹脂が黄変して反射率が変化して輝度むらが生じた際に
は、図２に示したように蛍光管２の直下に相当する部分
の反射率が減少している。
〔実施例２〕図３および図４は本発明による反射板と開
口付き反射板と蛍光管との位置関係および移動量調整突
起を示す斜視図および本発明による筐体の外観図および
透視図である。
【００３１】ここで、蛍光管２の配置ピッチに対応した
開口５を備えた開口付き反射板６を組み入れたのは、反
射板３の劣化は蛍光管２の直下が一番激しいため、開口
５を入れることにより反射板３の経年劣化する部分を限
定しておき、反射板３の移動後の反射率の分布をできる
だけ均一にすることを目的としている。
【００３２】また、図７は反射板の移動の際の動きを示
す斜視図であり、位置決め溝７に入っている移動量調整
突起８を押し下げて筐体１から外し、開口付き反射板６
を水平方向に図４に示す蛍光管２の間隔Ａの二分の一だ
けずらすことができる。
【００３３】本発明の構成とすることによって、輝度む
らがあるレベルまで劣化した場合には、装置を引き取っ
て分解して不良部品を交換するという作業なしに、ユー
ザ先で単に構成部品の一部である反射板を移動するだけ
で位置変更が可能となる。
【００３４】蛍光管２の下にある反射板３の劣化は蛍光
管２の直下が一番激しいため、反射板３を蛍光管２の間
隔Ａの二分の一すなわち１２ｍｍ移動するだけで輝度の
分布をほとんど均一に戻すことができる。



(4) 特開２００１－３４３６４４

10

20

5
【００３５】こうすることによって、新品に交換したの
と同様の効果を部品コストをかけることなく実現でき
た。
【００３６】なお、ここで示した実施例では移動量を蛍
光管の間隔の二分の一としたが、蛍光管の間隔および蛍
光管と反射板の距離によってはさらに細かく移動するこ
とで輝度むらを解消することができるのはいうまでもな
い。
【００３７】さらに、反射板および開口付き反射板の形
状、開口の大きさ、位置決め溝と移動量調整突起の大き
さおよび形状等は種々の変形が可能であり、実施例に限
定されるものではない。
【００３８】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶表示
装置は、不良部品を交換することなく、反射板を移動す
るだけで輝度の分布をほとんど均一に戻すことができ
る。その結果、新品に交換したのと同様の効果を、部品
コストをかけることなく実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明による液晶表示装置用バックライトを
有する液晶表示装置の構成を示す図。
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【図２】  ｔ時間稼働前後における反射板の反射率の変
化を模式的に示す図。
【図３】  本発明による反射板と開口付き反射板と蛍光
管との位置関係および移動量調整突起を示す斜視図。
【図４】  本発明による筐体の外観図および透視図。
【図５】  従来の直下方式のバックライトを備える液晶
表示装置の構成を示す図。
【図６】  従来のエッジライト方式のバックライトを備
える液晶表示装置の構成を示す図。
【図７】  本発明の反射板の移動の際の動きを示す斜視
図。
【符号の説明】
１  筐体
２  蛍光管
３  反射板
４  液晶パネル
５  開口
６  開口付き反射板
７  位置決め溝
８  移動量調整突起
９  導光板

【図１】
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